
山形県労福協
２０１５年度事業計画（概要）

活動の重点課題
　①「貧困」や「格差」のない地域社会にむけた活動
　②労働運動、労働者自主福祉運動（協同組合）の提携による活動
　③労働者福祉の活動の強化と共助拡大の活動

具体的活動
⑴　勤労者の総合生活支援「生活あんしんネット事業」
　①「各種相談活動」の展開
　②「就労支援事業」の展開
　③「くらしの講座・セミナー」の開催
⑵　労働者福祉の政策実現と調査研究
　①「労働者の生活・福祉拡充」の要請と提言
　②県内勤労者の各種調査と研究事業
　③全国的な政策・制度の課題の改善
⑶　労働者の教育、文化、交流事業
　①「寄付講座」の支援
　②勤労者体育祭の実施
　③ふれ愛チャリティーゴルフ大会の支援
　④労働教育支援事業
　⑤勤労者教育・文化事業の開催、ボランティア推進事業

⑷　自主福祉活動の支援
　①地区労福協の活動推進
　②地区労福協の交流
⑸　労働者福祉事業団体（協同組合）などとの連携強化
　①福祉事業団体における共通課題の交流
　②事業団体における個別課題の交流
　③利用促進活動
　④他団体との提携による勤労者福祉活動の強化
⑹　広報活動と情報の共有化
　①ホームページ、やまがた労福協NEWSなどの充実
　②中央労福協などが作成する各種宣伝器材の有効活用
⑺　行政機関からの委託事業
　①「生活あんしんネットやまがた事業」
　②「総合的就業・生活支援事業」
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　５月２０日、大手門パルズにて山形県労福協「第４８回定時総会」を開催し、2014年
度事業報告など２議案が承認されました。
　総会で大泉敏男理事長は「運動の前進を図るためには会員組織の強化発展が不可
欠であり、とくに若い人達の運動への理解・参画をどう図っていくかが最大の課題
である。その人材育成に時間とコストをかけていかないと将来の運動発展は無い。
改めて各組織で力をかけた取組みをお願いしたい」と挨拶。続いて来賓として中央
労福協大塚敏夫事務局長より「2005年の勤労者の暮らしにかかるサポート事業のた
めの４団体（連合、中央労福協、労金協会、全労済）合意から10年を迎え、現在そ
の検証を行っている。しかし“なぜ始めたのか”などの原点が失われつつあり、４
団体で再確認し、再スター

トの準備をしていきたい。山形でも地域におけるサポー
ト体制を更に強化していただきたい」との挨拶をいただ
きました。
　議長には連合山形の小川修平副事務局長を選出。第１
号議案「2014年度事業報告」、第２号議案「2014年度決
算報告並びに監査報告」が承認され閉会しました。

第４８回定時総会を開催

【代表挨拶 大泉理事長】



　定時総会に引き続き「労働者自主福祉講演会」を開催し、「連帯・協同でつくる安心・
共生の福祉社会へ」と題して中央労福協の大塚敏夫事務局長より講演いただきました。
県労福協加盟団体、地区労福協、連合山形構成組織などに参加を呼び掛け、約70名の参
加者となりました。
　講演では、
　◦�「労福協は『福祉はひとつ』を合言葉に各組織のイデオロギーの違いを超えて誕生
した『労働者の生活問題解決のための組織体』である」など、中央労福協や労金・
全労済の歴史や理念について

　◦�「労働組合は労働者福祉事業団体の生みの親であり、労働者福祉運動は労働運動の一環である」といった労働
組合と労働者福祉事業団体の元々の関係が、バブル崩壊以降は「『業者とお客様』の関係に双方ともになって
いる」との関係性の変化への危惧

　◦�「労福協は労働運動、消費者運動、市民運動の方々と連帯した社会運動、地域運動をやっていく立ち位置にい
る。『福祉はひとつ』『異質なものの協働は「積」（かけ算）になる』という考えのもと、『かすがい役』として
触媒機能の発揮が求められている」など、労福協に求められる役割・機能について

といった「労働者福祉運動とは何か」「労働者自主福祉事業団体と労働組合との関係」「なぜ、今、労働者自主福祉
運動なのか」などをポイントにご講演いただきました。

　また、講演の最後に2015年度の重点活動として「奨学金
問題」を挙げ、これは単に奨学金の問題だけではなく、「返
したくて返せない」というのは非正規雇用などの不安定雇
用や低賃金労働者の増大といった「雇用問題」に関わる問
題であるし、「子どもの貧困対策」「貧困の連鎖解消」とい
う視点からも一体的に取り組む必要があると指摘。今後中
央段階で対策チームを立上げ、政策課題の整理や労働者自
主福祉活動として出来ることの検討などを行っていく予定
です。

労働者自主福祉講演会

【講演会会場の様子】

　労働者等から生活に関する悩みや困り事（生活なんでも相
談）を受け付け、顧問弁護士や労福協加盟団体などと連携しな
がら対応しています。
2014年度の相談件数は516件で、前年度より30件増加し開設以
降最多となりました。格差・貧困・孤立が拡大する中、身近な
相談機関としての重要性を感じております。
　多い相談内容は「その他」99件、「家庭問題」81件、「法律問
題」79件、「心の悩み」51件、「金銭・生活苦」40件など。
　山形県内からは右記フリーダイヤルで相談できます。ひとり
で抱え込まず、その悩みをお聞かせください。

【生活あんしんネットやまがた 相談件数推移】生活あんしんネットやまがた事業
「生活なんでも相談」年間相談件数は最多の516件

【�講師：中央労福協
　　　　大塚事務局長】
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第68回勤労者体育祭 山形県大会

県労福協も参画しています！
「やまがた出会いサポートセンター」のお知らせ
　県と市町村、関係団体が共同し、少子化等に伴う人
口減少に歯止めをかけるため、全県一体となって結婚
支援の一層の充実・強化を行うことを目的に「やまが
た出会いサポートセンター」を設立。県労福協も構成
団体として参画しています。

「１対１のお見合い支援」「出会いイベント
の情報発信」などを実施。詳しくは同センター
HPへ（http://ymsc-yamakon.net/）

【出前講座の様子】

　山形県から「総合的就業・生活支援事業」を受託し、求職者の住まい
や生活に関する相談機関「山形県求職者総合支援センター」を運営して
います。
　2014年度の相談件数は643件で、こちらも開設以降最多となりました。
多い相談内容は、ハローワークで実施している支援制度の情報提供や就
職活動の悩みなどの「就労」が382件、住まいに関する「住居」が97件、
生活資金不足などの「生活」が86件です。
　山形テルサ１階ハローワークプラザ山形内での常設窓口相談、フリーダイヤルを活用した電話相談のほか、県内
８ヶ所で出張相談も行っています。2015年度6～9月のスケジュールは以下のとおりです。

山形県山形県山形県
求職者総合支援センター求職者総合支援センター求職者総合支援センター

0800-800-7867

【県求職者総合支援センター 相談件数推移】

地　域 相　談　会　場 日　　　　程
酒　田 ﾄｰﾀﾙ･ジｮブｻポｰﾄ酒田（酒田産業会館1階） 6/5 7/3 8/7 9/4
鶴　岡 ハローワーク鶴岡 6/10 7/8 8/12 9/9
新　庄 ﾄｰﾀﾙ･ジｮブｻポｰﾄ新庄（ﾊﾛｰﾜｰｸ新庄2階） 6/12 7/10 8/14 9/11
米　沢 ﾄｰﾀﾙ･ジｮブｻポｰﾄ米沢（ﾊﾛｰﾜｰｸプﾗザ米沢内） 6/19 7/17 8/21 9/18
村　山 ハローワーク村山 - 7/15 - 9/16
寒河江 ハローワーク寒河江 6/17 - 8/19 -
長　井 タスパークホテル（就職面談会特設ブース） - 7/22 - -
南　陽 ワトワセンター南陽 6/24 - 8/26 -

総合的就業・生活支援事業（山形県求職者総合支援センター）

求職者からの住まい・生活の相談も増えています

　３年目の取り組みとなった2014年度は、（公財）
県勤労者育成教育基金協会や各地区労福協と連携し、
県内の高等学校や専門学校など合計83校に約12,000
部のハンドブックを配布。うち10校で12回の出前講
座「労働関係制度の説
明会」を実施し、学校
関係者からも高評価を
いただきました。
　2015年度も引き続き
実施します。

好評！ 高校生向け出前講座

「労働関係制度の説明会」

競技種目 日　程 会　場

軟式野球 10/17㈯、31㈯
（予備日11/1）

県総合運動公園
野球場（天童市）

ソフトボール 10/3 ㈯ 県総合運動公園
運動広場（天童市）

硬式卓球 10/3 ㈯
県総合運動公園
サブアリーナ
（天童市）

ボウリング 10/3 ㈯ 山形ファミリー
ボウル（山形市）

ソフトバレー
ボール 10/4 ㈰ 小真木原運動公園

体育館（鶴岡市）

第１２回
ふれ愛チャリティーゴルフ大会

▪日程　９月26日（土）
▪会場　山形ゴルフ倶楽部
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生活なんでも相談 Q&A

　妻の不倫相手への慰謝料請求について
　妻とは結婚して10年。妻の携帯電話をこっ
そり見たところ、メールの文面から妻が不倫し

ていることが判明。妻を問いただしたところ、独身男性
からの誘いで不倫関係に発展したことを認めました。
　妻と今後について話合ったところ、妻は反省し「不倫
相手には二度と会わない」ことを誓い、「子供の為にも
離婚はしない」ことになりました。
　しかし、妻が既婚者であることを知りながら誘ってき
た不倫相手が許せません。不倫相手の男性に慰謝料を請
求することは出来ますか？

　夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければ
ならない（民法752条）。この協力扶助義務の
中に貞操義務も含まれていると解釈するのが一

般である。民法770条1項の離婚原因の中に不貞行為が
あげられていることから民法は間接的に夫婦間の貞操義
務を認めているものと解されております。

　以上のことから夫婦間の
貞操義務は平穏な婚姻生活を維持する必要条件でもある
し、また、この義務は夫婦双方に科せられている平等義
務でもあります。
　本問は不倫配偶者の相手方に対する他方配偶者からの
損害賠償請求（慰謝料）の有無に関する問題であり、か
つてはこれを否定した裁判例もあったが（山形地裁昭
45.01.29判時599号76頁、鳥取地判昭44.03.31判タ
235号240頁）、最高裁は昭54.03.30判決で「夫婦の一
方の配偶者と肉体関係を持った第三者は故意過失がある
限り……夫又は妻の権利を侵害した行為は違法で他方配
偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」と
判旨し、この問題を解決している。
　従ってあなたは、妻の不倫相手の男性に対し、慰謝料
請求をする権利があるということになります。請求方法
は話し合いによる示談か裁判上の請求ということになり
ましょう。

Q.

A.

〈回答：設楽作巳弁護士〉

No.1６

　飲食代金を払ってくれない
　飲食店を経営していますが、ある常連客が飲
食代金を後払い（ツケ）にしたまま払ってくれ

ません。
　そのお客は開店当初からの常連客で、これまではその
都度精算してくれていました。しかし、１年前からツケ
で飲むことが多くなり、その代金の一部は時々頂いてい
ますが、約10万円の代金が残っています。
　常連客のためあまり強くは言えずにいますが、これ以
上の損失は困るのでどうにかし
たいと思っています。
ただし小さな町のため、変な噂
が立つとも困るので、あまり事
を大きくしたくありません。
どのように対応したらよいで
しょうか。ご助言いただきたい
です。

　この事例の処理方法には困りました。あまり
事を大きくしたくないと言うのですから。
　飲食店の売掛債権は１年で時効にかかりま

す。裁判所に訴えを出して請求するのが一番手っ取り早
いですが、そうすると噂が立つし、客も怒って店に来な
くなるでしょう。穏便に支払いを請求し、1,000円や
2,000円の支払いを受けるようにしたらどうでしょう
か。
　1,000円でも支払ってもらえば、飲食代のあることを
承認したことになり時効が中断します。その時からまた
１年の時効期間となります。
　それでも支払ってもらえない時は請求書面を送るなど
の方法をとることになりますが、そのお客が家族に内緒
で飲みに来ているような場合は家族内に飲み屋に行って
いることを暴露することになり問題でしょう。
　結局穏便に少しずつ請求し支払いを受けることになり
ますが、どうでしょうか。

Q. A.
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全 労 済 山 形 県 本 部
（山形県勤労者共済生活協同組合）

〒990-0827 山形市城南町1-18-22

℡ ０２３－６４６－４６６６(代)
保障のことなら
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（一社）山形県勤労者福祉センター
　山形市木の実町12－37　TEL 023－624－8600

３階「霞城」

生ビール祭り
今年もパルズで　決まり！！
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